
5 6 1 （日）

　中堅所得者、ファミリー向けの家
賃補助付き賃貸住宅（特優賃）の入
居者を募集しています。

問い合わせ　市住宅供給公社 ☎245‐7527　Ｆ245‐7517

申込要件　次の要件をすべて満たす方
　　　　　・市税の滞納がなく、市内の自己居住用住宅または、居住を予定
　　　　　　している住宅に設備を設置する方
　　　　　・補助金の交付決定通知を受けてから設置工事に着手するととも
　　　　　　に、設置工事完了後すみやかに実績報告書を提出できる方
募集期間　①②６/２㈪〜11㈬、③〜⑤６/13㈮〜来年１/16㈮
＊市住宅供給公社では、【上記】の２次募集のほか、太陽熱利用給湯システム、
　地中熱ヒートポンプシステムの補助も引き続き募集しています。

２次
募集

問い合わせ　動物保護指導センター ☎258‐7817　Ｆ258‐7818

　６月は、動物の正しい飼い方推進月間です。動物の飼い主の方は、この機
会に、もう１度、動物を理解し人に迷惑を掛けない正しい飼い方としつけに
ついて考えてみましょう。

犬の飼い主の方へ
　・放し飼いは条例で禁止されています
　　犬が逃げ人をかみ、けがを負わせるなどの事故につながり

非常に危険です。犬は、おりなどの中で飼うか、鎖でつ
なぎ逃げないようにしてください。散歩中も、犬を制御
できる長さの引き綱を装着し、放さないようにしてください。

　・犬が人をかんでしまったら
　　届け出が必要です。動物保護指導センターにご連絡ください。
　・犬を登録し、毎年狂犬病予防注射を受けさせてください。
　　法律により、生後91日以上の犬には、「登録（１回のみ）」と「狂犬病

予防注射（毎年）」が義務付けられています。
　　猫の飼い主の方へ

　・猫は室内で飼いましょう
　　猫を室外で飼うと、他人の敷地で排泄したり、ごみを荒らすなど近隣に迷

惑をかけることがあるほか、交通事故にあったり、ほかの猫との接触によ
り病気に感染することがありますので、室内で飼うよう努めてください。

問い合わせ　市住宅供給公社 ☎245‐7515　Ｆ245‐7517

入居者
募集

　対　　象 市内在住の65歳以上の一人暮らしの方で、協力員（親族可）
の承諾を１人以上得られる方。

　内　　容 自宅に緊急通報装置（機器本体、ペンダント型発信器、安否確
認センサー、火災センサー）を設置し、利用者の緊急通報時や
各センサーが異常を感知した際に、利用者宅への駆けつけ（協
力員の駆けつけは不要）や救急車の要請などを行います。

　費　　用 無料
　申請書配布場所　保健福祉センター高齢障害支援課。市ホームページから

　　　も印刷できます。
　申込方法 申請書【上記】に必要事項を記入し、必要書類とともにお住い

の区の保健福祉センター高齢障害支援課へ提出。必要書類など
は、申請者の状況により異なります。詳しくは、高齢障害支援
課【下記】へお問い合わせください。

緊急通報システムご利用
ください

問い合わせ　市保健所食品安全課 ☎238‐9935　Ｆ238‐9936

　食品の購入　肉、魚、野菜などの生鮮食品は新鮮なものを購入しましょう。
　家庭での保存 冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷

凍庫に入れましょう。
　下　準　備　調理器具は使用前に塩素系漂白剤につけるか、熱湯消毒しま

しょう。
　調　　　理　加熱して調理する食品は、十分に加熱（目安は、食品の中心

部の温度が85℃〜90℃で90秒間以上）しましょう。特に肉
（レバーなどを含む）は十分に加熱しましょう。

　食　　　事　食事の前には必ず手を洗いましょう。
　残った食品　放置せず、清潔な器具、容器で保存し早めに消費しましょう。

温めなおすときも食品全体を十分に加熱しましょう。

６/１㈰〜９/30㈫は食品衛生夏期対策期間
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　市では、再生可能エネルギー設備などを住宅に設置する方に、費用の一部
を補助しています。申込方法など詳しくはパンフレット（市住宅供給公社、
環境保全課、区役所地域振興課などで配布）または、市ホームページをご覧
ください。

再生可能エネルギー等設備設置費補助

犬猫の譲渡会
　日　　時 猫＝６月26日㈭13：30〜15：00
　 犬＝６月27日㈮13：30〜15：30
　対　　象 市内在住で、動物を適切に管理し終生飼うことができる方。
　内　　容　犬や猫の飼い方などの講習の後、センターに収容されてい

る犬猫とのマッチングを行います。
　定　　員 猫＝10組　犬＝20組　＊いずれも先着順
飼い犬のしつけ方教室
　日　　時 ６月12日㈭・19日㈭13：30〜16：00（全２回）
　対　　象 市内在住で、犬を飼っている方（予定含む）
　内　　容 12日は講習としつけのデモンストレーション。19日に飼

い犬同伴で実技を行います（実技に参加できるのは、確実
に犬の制御ができる方のみです）。

　定　　員 25人（先着順）　＊実技は10組のみ
申込方法　６月２日㈪から、電話で動物保護指導センター☎【下記】

動物を飼う時の注意
・いなくなったときは、飼い主が責任を持って探しましょう
・鑑札や迷子札など身元がわかるものを付けましょう
・排泄物は責任を持って片付けましょう
・繁殖を望まない場合、避妊去勢手術をしましょう
・生涯を全うするまで責任を持って飼いましょう
・危険な動物（特定動物）を飼うときは事前に許可が必要です

　動物を遺棄することは禁止されています。やむを得ず飼えなくなった
場合は、新しい飼い主を見つけましょう。どうしても飼えなくなる場合
は、事前に動物保護指導センターにご相談ください。

動物保護指導センターの催し

動物を理解し、正しく飼いましょう！
６月は「動物の正しい飼い方推進月間」

①太陽光発電システム
　件　　数　245件（多数の場合抽選）
　補助金額　出力１kWあたり３万円（最大３kWまで）
　　　　　　＊市内業者が施工した場合１kWあたり４万円
②家庭用燃料電池システム（エネファーム）
　件　　数　120件（多数の場合抽選）　補助金額　10万円
③定置用リチウムイオン蓄電システム　
　件　　数　25件（先着順）　補助金額　10万円
④エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）
　件　　数　100件（先着順） 補助金額　１万円
⑤電気自動車充給電設備
　件　		数　46件（先着順）　補助金額　５万円 オープンルーム（現地内覧会）

　日　　時　６月７日㈯10：00〜15：00
　会　　場　①サンライズガーデン（中央区千葉寺町869‐３）
　　　　　　②オーシャンビュー弐番館（緑区おゆみ野３‐28‐１）
　特　　典 来場し、６月30日㈪までに入居申し込みをされた方には、

「入居者負担額（敷金、共益費、駐車場使用料を除く）３カ
月無料」、「エアコン１台（設置費込み）無料」「特別補助１
万円（①来年３月まで②来年７月まで）」の特典があります。

特 定 優 良 賃 貸 住 宅

問い合わせ　・保健福祉センター高齢障害支援課
　中　央 ☎221‐2150　花見川 ☎275‐6425　稲　毛 ☎284‐6141
　若　葉 ☎233‐8558　　緑   ☎292‐8138　美　浜 ☎270‐3505
　　　　　　・高齢福祉課 ☎245‐5166　Ｆ245‐5548

　市では、65歳以上の一人暮らしの方の緊急時（急病など）に適切な対応
が図られるよう、緊急通報システム事業を行っています。
　費用も無料で操作も簡単です。ぜひ、ご利用ください。

食中毒を予防しましょう

ご家庭でも、次の点に十分注意して
食中毒を予防しましょう。

食中毒予防の三原則は、食中毒菌を
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特優賃の特徴
　・３LDK、65㎡が中心の間取り
　・礼金、仲介料、更新料不要
　・入居者負担額（月額）46,100円
　　〜120,000円

　＊入居資格要件として収入基準などがあります。入居負担額は、毎年約
3.5％上昇します。




